
 

2024年1月19日 

 

一般社団法人 投資信託協会 

会 長 殿 

 

（商号）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

（代表者） 代表取締役 新原 謙介 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第10条第１項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

 



１.委託会社等の概況 

(1) 資本金の額 

① 資本金の額 (2023年11月30日現在) 

委託会社の資本金の額は金3億 1千万円です。 

② 発行する株式の総数 

委託会社の発行する株式の総数は 6,200株です。 

③ 発行済株式の総数 

委託会社の発行済株式総数は6,200株です。 

④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 

該当事項はありません。 

 

(2) 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表し、

全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、代表

取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行います。

各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監督し、

部の業務を統括します。 

② 投資運用の意思決定機構 

1) 運用基本方針の決定 

投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象

企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡ 

2) 運用実施計画の作成 

ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施

計画を作成します｡ 

3) 運用の実行 

ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡ 

 

2.事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また金融商品取引法に定める投資助言業、第1種金融商品取引業及び第2種金融商品取引業を行っています。 

2023年11月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、118本であり、その純資産総額は3,368,187

百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。 

 



３   委託会社等の経理状況

1. 委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委

託会社」という）の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規制」（昭和５２年大蔵省令第３８号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規

則第３８条第１項及び第５７条第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府

令」（平成１９年８月６日内閣府令第５２号）により作成しております。

2. 中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第２7 期事業年度の中

間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の中間財務諸表について、

EY 新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

２０２３年６月２２日 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 稲 葉 宏 和 

監査意見 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 
「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第２６期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２３年
３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 
 その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。 
 当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。 
 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。 
 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。 

EY新日本有限責任監査法人



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

財務諸表監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか
どうかを評価する。 

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 









































 

 

（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しておりま

す。 

   2．XBRL データは監査の対象には含まれていません。 

 

 

独立監査人の中間監査報告書 

 2023 年 12 月 22 日  

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社  

取  締  役  会    御 中  

 

EY 新日本有限責任監査法人 

東  京  事  務  所  

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員  公認会計士    稲   葉   宏   和 

 

中間監査意見 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委

託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザー ズ株

式会社の ２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期

間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、 すなわち、中間

貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び その他の注記に

ついて中間監査を行った。  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 財務

諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会 社の２

０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間 （２０２３年４月１

日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示 しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中

間 監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ

る 監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に 従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断 している。 

 



 

 

（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しておりま

す。 

   2．XBRL データは監査の対象には含まれていません。 

 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 

準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬

に よる重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が 

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。  

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を 作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中

間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には  当

該事項を開示する責任がある。  

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

る ことにある。 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用

な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理

的な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

する ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計

すると、 中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性が あると判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間 監

査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施 

する。  

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、 

重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択 及

び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な 監

査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、 

監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に 基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び 適用

される。  

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは な

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する 

ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・ 経営



 

 

（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しておりま

す。 

   2．XBRL データは監査の対象には含まれていません。 

 

 

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の 見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。  

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象 又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に 関する重

要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記 事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切で ない場合は、

中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 監査人の結論は、

中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の 事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。  

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 

財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間 財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関 して有用

な情報を表示しているかどうかを評価する。  

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

で 識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準

で 求められているその他の事項について報告を行う。  

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守 

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を 除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する 

ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。  

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害 関係はない。  

 

以 上 



(１)  中　間　貸  借  対  照  表

（単位 ： 千円）
期               別

科            目 構成比
%

5,594,690
98,445
27,130
687,092
735,800
301,004

流 動 資 産 計 7,444,163 83.4

7
器 具 備 品 ※１ 7

1,478,931
投 資 有 価 証 券 26,352
長 期 差 入 保 証 金 50,200
繰 延 税 金 資 産 1,396,103
そ の 他 投 資 6,275
固 定 資 産 計 1,478,939 16.6

8,923,103 100.0資 産 合 計

前 払 金
前 払 費 用
未 収 入 金

未 収 収 益
未 収 委 託 者 報 酬

投 資 そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
固 定 資 産

（ 2023 年 9 月 30 日 現 在 ）
金 額

（ 資 産 の 部 ）

第 27 期 中 間 会 計 期 間 末

預 金
流 動 資 産



（単位 ： 千円）
期               別

科            目 構成比
%

43,582
390,886

未 払 手 数 料 206,128
そ の 他 未 払 金 184,758

13,156
233,970

※２ 16,949
299,712

流 動 負 債 計 998,258 11.2

69,904
固 定 負 債 計 69,904 0.8

1,068,163 12.0
%

7,850,518 88.0
310,000

7,540,518
利 益 準 備 金 77,500
その他利益剰余金

別 途 積 立 金 31,620
繰越利益剰余金 7,431,398

4,421
4,421

7,854,940 88.0
8,923,103 100.0負 債 ・ 純 資 産 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計

利 益 剰 余 金
資 本 金

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本

未 払 消 費 税 等
賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

負 債 合 計

固 定 負 債

未 払 法 人 税 等
未 払 費 用

未 払 金
預 り 金

金 額
（ 2023 年 9 月 30 日 現 在 ）

流 動 負 債

第 27 期 中 間 会 計 期 間 末

（ 負 債 の 部 ）



(２)  中　間　損　益　計　算　書

（単位 ： 千円）
期             別

  科            目 構成比
%

営業収益
委託者報酬 1,435,040
投資顧問収入 1,434,219
その他営業収益      ※1 63,660

営業収益計 2,932,920 100.0
営業費用・一般管理費

営業費用 1,028,805
支払手数料 427,673
その他営業費用 601,131

一般管理費          ※２ 967,219
営業費用・一般管理費計 1,996,024 68.1

936,895 31.9
営業外収益 ※1 69,185 2.4
営業外費用 4,146 0.1

1,001,933 34.2
特別利益 0 0.0
特別損失 0 0.0
税引前中間純利益 1,001,933 34.2
法人税,住民税及び事業税 215,714 7.4
法人税等調整額 139,286 4.7
中間純利益 646,932 22.1

経常利益

第 27 期 中 間 会 計 期 間
自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日

金 額

営業利益



（３） 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間 （自 2023年4月1日  至 2023年9月30日) （単位 ： 千円）

別途積立金
繰越利益
剰余金

310,000 77,500 31,620 6,784,466 6,893,586 7,203,586 - - 7,203,586

中間純利益 646,932 646,932 646,932 646,932

株主資本以
外の項目の
当中間期変
動 額 （ 純
額 ）

- - - - - - 4,421 4,421 4,421

- - - 646,932 646,932 646,932 4,421 4,421 651,353

310,000 77,500 31,620 7,431,398 7,540,518 7,850,518 4,421 4,421 7,854,940

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計利益準備金

評価・換算
差額等
合計

その他有価
証券評価差

額金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計

当 期 首 残 高

当 中 間 期 変 動 額

当中間期変動額 合計

当 中 間 期 末 残 高



【重要な会計方針】

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

1.資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価

償却方法

有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

     器具備品     3～ 7年

3.外貨建の資産及

び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

4.引当金の計上基

準

(1) 賞与引当金

   従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき金額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

  退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による

定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異

   発生の翌事業年度に一括費用処理しております。

5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信

託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識してお

ります。

(2) 投資顧問収入

投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資

顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しており

ます。

6.その他

中間財務諸表作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。



注 記 事 項

（中間貸借対照表関係）

第 27期中間会計期間末

( 2023年 9月 30日 現在)

※1. 有形固定資産の減価償却累計額

器具備品      30,766 千円

※2. 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

（中間損益計算書関係）

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記

当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調

整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間にステート・ストリー

ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた事務手数料調整額 63,545千円

は、中間損益計算書のその他営業収益に、移転価格調整額 66,918千円は、中間損益計算書の営業

外収益に含まれております。

※2. 減価償却実施額

有形固定資産     320千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第 27期中間会計期間

自  2023年 4月 １日

至  2023年 9月 30日

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式 6,200 ― ― 6,200



（金融商品関係）

第 27期中間会計期間末

( 2023年 9月 30日 現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

 中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 26,352 26,352 -

資産計 26,352 26,352 -

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1のインプット以外

の時価算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分 時価（千円）

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計

投資有価証券 - 26,352 - 26,352

その他有価証券 - 26,352 - 26,352

資産計 - 26,352 - 26,352

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

（有価証券関係）

第 27期中間会計期間末

( 2023年 9月 30日 現在)

その他有価証券

区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

投資信託 26,352千円 19,980千円 6,372千円

小計 26,352千円 19,980千円 6,372千円

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

投資信託 － － －

小計 － － －

合計 26,352千円 19,980千円 6,372千円



（資産除去債務関係）

第 27期中間会計期間末

( 2023年 9月 30日 現在)

当社は建物所有者との間で建物賃貸借契約を締結しており、貸借期間終了時に原状回復する義務を

ゆうしているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に

関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該

敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属す

る金額を費用計上し、直接減額しております。

（デリバティブ取引関係）

第 27期中間会計期間末

(2023年 9月 30日 現在)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第 27期中間会計期間末

( 2023年 9月 30日 現在)

（セグメント情報）

当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

（セグメント関連情報）

1. 商品およびサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略し

ています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除い

ております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた

め、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。

また、投資顧問収入については、中間損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、

記載を省略しております。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。



（収益認識関係）

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

(1) 収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次のとおりです。

委託者報酬   1,435,040千円

投資顧問収入  1,434,219千円

その他営業収益   63,660千円

合計            2,932,920千円

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

1株当たり純資産額      1,266,925円 84銭

1株当たり中間純利益   104,343円 97銭

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

中間純利益（千円） 646,932

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式にかかる中間純利益（千円） 646,932

期中平均株式数（株） 6,200

（重要な後発事象）

第 27期中間会計期間

自   2023年 4月 １日

至   2023年 9月 30日

該当事項はありません。
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